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２ 所管事務の調査（報告） 
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保育所等の利用における多子世帯支援の拡充に向けた取組について（案）
１ 多子世帯を取り巻く状況 ２ 多子世帯支援に関する課題（保育所等利用時）

（１）きょうだい２人以上で同じ希望園へ保育所等の利用申請
をしても、現在の利用調整基準では加点が低いため、同一
園への入所とならない場合がある。

⇒保護者への負担
（複数園への送迎や園ごとに必要な準備が異なること、就労時間の
圧迫、園行事が重なった場合の対応等）

⇒子どもへの負担
（複数園送迎による生活リズムへの影響、体力的・精神的負担等）

（２）本市の認可保育所等の保育料算定における多子減免
（きょうだい減免）については、同一世帯のきょうだいが
小学校就学前の保育所等利用者でないと対象とならない。

⇒実際は第２子、第３子以降であっても、第１子（第２子）の保育
料が適用されてしまい、経済的負担が大きい

⇒自治体ごとに基準が異なっており、受けられるサービスに差が生
じている（本市は、国基準に基づき実施）

⇒川崎認定保育園を利用する多子世帯の経済的負担が大きい

・日本の出生数は80万人を割り込み、過去最少となる見込み(R4)
・少子化の進行は、社会経済に大きな影響を及ぼす

⇒労働供給の減少、将来の経済や市場規模の縮小、経済成⾧率の低下、
地域・社会の担い手の減少、現役世代の負担の増加など

※少子化への対応は、遅くなるほど将来への影響が大きくなるこ
とから、早急に取組を進めることが必要

・理想の数の子ども（第２子以降）を持たない理由
⇒経済的理由、高齢、体力面での不安、時間的理由など
第16回出生動向基本調査（国立社会保障人口問題研究所_ R3 ）

・川崎市子ども・若者調査（未就学の子を持つ保護者に関する調査_R2）
・新たに子どもを出産する希望がない方  67.5%

⇒今の子育てで手いっぱいで、これ以上、
子育てに時間がさけないため  51.5％

⇒子どもを育てるためのお金がないため  46.1％

●これらの状況を踏まえ、少子化対策の一つとして、子育てに係
る負担が大きいと見られる多子世帯が安心して出産・子育てがで
きるよう、保育所等を利用しやすい環境を早急に構築する必要が
ある。

３ 保育所等利用調整基準の見直し
（１）保育所等利用調整の概要

・保育所等の入所について、定員を超えて申し込みがあった場合、
利用調整を行うこととされている。(児童福祉法第２４条第３項)
・「川崎市保育所等の利用調整実施要綱」に定めるランク・指数・
項目点に基づき、各世帯の保育の必要度合を点数化
⇒施設・クラス年齢ごとに利用調整を行い、点数の高い順に入所内定と
している。
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保育所等の利用における多子世帯支援の拡充に向けた取組について（案）

●「同ランク内での調整指数表」（抜粋）
項目 細 目 指数

世
帯
状
況

(4) 生活保護世帯等

7(5) 別表第１で優先されている「ひとり親世帯等」

(6) 別表第１で優先されている「生計中心者の失業」

↓

世
帯
状
況

(4) 生活保護世帯等

7

(5) 別表第１で優先されている「ひとり親世帯等」

(6) 別表第１で優先されている「生計中心者の失業」

(7) 既にきょうだいが在園している場合又はきょ
うだいが同時申請の場合で、同一施設・事業の利用
を希望する世帯

●「同ランク同指数となった場合の調整項目表」（抜粋）
既にきょうだいが在園している場合又はきょうだいが同時申
請の場合で、同一施設・事業の利用を希望する世帯
（項目点 １）

→ 廃止

４ スケジュール案

令和５年５月末 こども施策庁内推進本部会議
６月上 文教委員会（パブコメ実施報告）

６ ７月頃 パブリックコメント実施
７ ８月頃 文教委員会（パブコメ結果報告）
８ ９月 要綱改正、システム改修

10月 市民周知
（10月に配布予定の利用案内にも掲載）
令和６年４月入所の利用調整から適用

※多子世帯における利用者負担の軽減や、川崎認定保育園利用
者への支援についても、課題があることから引き続き庁内検討
を実施していく。

※利用調整上、指数「７」が適用される世帯同士において、同ランク同指
数で競合した場合、「同ランク同指数となった場合の調整項目表」によら
ず、（７）以外が適用される世帯を優先して入所内定とする 。

（２）利用調整基準の見直し
・利用調整基準については、保育所等を希望する方への公平性
を確保するため、これまでも、国から示される優先利用項目等
のほか、必要な見直しを行ってきた。
・今回、きょうだいが同一園に入所できる機会の拡充を図るた
め、 パブリックコメントを実施の上、要綱を改正し、令和６年
４月入所の利用調整から適用する。

（３）きょうだい同一園入所の機会拡充に向けた見直し案
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パブリックコメント手続き資料（案）
資料２



-5-



-6-



-7-



-8-



-9-



-10-



-11-



-12-



-13-


